請 負 関 係 に つ い て

   地方自治法第１４２条の規定については、
     ①    該当する。
    ②    該当しない。
    上記のとおり相違ありません。
          令和     年     月     日
     防府市選挙管理委員会委員長   様
                              防府市長選挙
候補者                             　

注）上記①②については、不必要な方を線で消してください。

参     考
地方自治法抜すい
（長の兼業禁止）
第１４２条  普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体に対し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人（当該地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものを除く。）の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人たることができない。

公職選挙法抜すい
（請負等をやめない場合の地方公共団体の議会の議員又は長の当選人の失格）
第１０４条  地方公共団体の議会の議員又は長の選挙における当選人で、当該地方公共団体に対し、地方自治法第９２条の２≪議員が請負人等となることの禁止≫又は第１４２条≪長が請負人等となることの禁止≫に規定する関係を有する者は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に対し、第１０１条の３第２項≪当選人決定の告知≫の規定による当選の告知を受けた日から５日以内に同法第９２条の２又は第１４２条に規定する関係を有しなくなった旨の届出をしないときは、その当選を失う。




